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職員の懲戒処分について 

 

 日頃から、本学の教育研究活動に係る報道にご協力いただき、誠にありがと

うございます。 

 このたび、下記のとおり情報提供いたしますので、よろしくお取り計らい願

います。 

 

 

記 

 

 

「職員の懲戒処分について」 

（詳細は別紙のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※照会は、本日１７：００までとさせていただきます。 

 

本件照会先： 

 金沢大学広報室 川端 則康 

  Tel ０７６－２６４－５０１０ 

 



報道発表資料 

令和８年６月２３日 

金 沢 大 学 

 

職員の懲戒処分について 

 

 本学は、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。 

 

１ 被処分者 

   融合研究域融合科学系 教授 藤生慎 

 

２ 処分の内容 

 （１）懲戒処分    懲戒解雇 

 （２）違反した規定  本学倫理規程第 5条第 1項第 1号 

（利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。） 

 （３）処分決定日及び処分書交付日 

   令和８年６月１９日 

 （４）処分効力発生日 令和８年６月２２日 

 

３ 事案の発覚及び事案の概要 

 令和８年１月、外部から、被処分者が研究費等不正経理に関与している疑いがあ

るとの通報がありました。直ちに本学において対策本部、予備調査委員会を設置し、

調査を開始しました。同年３月１３日に研究費等不正経理の関与が疑われる業者に

対し、予備調査委員会が聞き取り調査を行った結果、当該業者から被処分者の預金

口座に還流されている金銭があることを確認しました。  

なお、本学は上記に関し、同年３月２３日に石川県警に被害届を提出しており、

現在も捜査が行われておりますので、事案の詳細については公表を差し控えさせて

いただきますこと、ご了承ください。 

 

４ 判断と処分の決定 

   本学においては、予備調査委員会による事実調査結果を受け、同年４月より被処

分者の懲戒処分を目的とした調査委員会を設置、調査・審議を行った結果、被処分

者が利害関係者から金銭を受領していることを認定しました。 

   この審議結果を受け、同年５月開催の教育研究評議会の下に審査委員会を設置、

審査を行い、被処分者の行為は、利害関係者から金銭を受領しており、教育者とし

て不適切な行動であるとし、解雇の処分が妥当であると判断されました。 

   以上を踏まえ、教育研究評議会及び役員会において審議、本処分を決定しました。 

 

５ 本事案にかかる管理監督責任 

  本事案が発生したことを受け、被処分者が所属している融合研究域長に対し、監督



者責任として、学長から文書にて厳重注意を行いました。 

 

６ 今後の対応 

現在も、事案の全容の把握に向けた調査に加え、全学を対象とした調査を行ってお

ります。今後、調査結果にもとづき、再発防止策の検討を行うなど、適切に公表し信頼

回復に努めてまいります。また、捜査の進展に合わせ、損害回収を含む法的対応につい

ても適切に対処してまいります。 

なお、このような事案の発生を未然に防げなかったことに関し、経営責任として、

学長及び財務担当理事については、役員報酬の一部を、それぞれ自主返納いたします。 

 

 



【学長コメント】 

 

日頃よりご支援いただいている皆様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けする

とともに、教育研究機関として社会からの信頼を著しく損なうことになり、深く

心よりお詫び申し上げます。 

学生を教育、指導する立場にある教員が、本学が研究費等を支払った利害関係

者から不正に金銭を受領していることが判明しました。このような行為は、本学

の信用を貶めるものであり、憤りを禁じ得ません。言語道断で、極めて遺憾であ

ります。 

学長として私自身が先頭に立ち、捜査に全面的に協力しながら、教育研究機関

として、透明性と説明責任を徹底し、厳正に対処してまいります。 

さらに、社会の信頼回復に全力で取り組み、再発防止に向け、不退転の決意で

全学を挙げて改革を徹底してまいります。 

 

令和８年６月２３日 

国立大学法人 金沢大学長 

和田 隆志（わだ たかし） 
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